
 

                     平成１６年２月２６日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

監視用ロボット 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 カメラを搭載し、室内の画像、音声をインターネットにより確認できるロボット

である。 

 センサーにより障害物を避けながら室内を動き回る。 

 充電池を内蔵し、ＡＣアダプターにより充電する。ＡＣアダプターを接続した状

態でも使用可能である。 

 

○ 構造、仕様、意匠 

ロボット：重量約３０ｋｇ、高さ約１０００ｍｍ、幅約（両腕をおろした状態）

５８０ｍｍ、（両腕を水平に上げた状態）１２００ｍｍ、奥行約５３０ｍｍ 

仕様①：ＡＣアダプター及びロボットの分離型仕様 

仕様②：ＡＣアダプター及びロボットの一体型仕様 

ＡＣアダプター：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ。ＤＣ２４Ｖ（駆動機構用出

力）、ＤＣ３６Ｖ（充電用出力）。 

 

○主な使用者、販売先 

一般家庭、一般量販店又は専門店のみでの販売を検討中。 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 仕様①は、ＡＣアダプター部を「直流電源装置」として取り扱う。 

 仕様②は、全体で非対象として取り扱う。 

（理由） 

 仕様①については、ＤＣ３６Ｖにより充電することから、ＡＣアダプターを充電

器として取り扱うことが妥当であると判断する。 

 仕様②については、ロボットと同等の機能・用途を有するものが電気用品として

指定されていないことから非対象として取り扱うのが妥当であると判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


